
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

仕也域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市

内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。

・地域公共交通会議等における、町内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期

的な協議・検証、及び、系統・便数,運行ダイヤ等の見直し・改善(三川町)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業1-1-1>< 1 -2-1 >によって整備,運用さ
れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す
る。(事業者)

・ GTFS-JP (GTFS-RT)の検討(三川町)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(三川町)

・地域公共交通計画の<施策,事業2-1-1>によって導入される交通系IC力ードに

ついて、市民や来訪者への普及啓発(事業者、三川町)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(三川町、事業者)

0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

2、シ運行系統の概要及び運送予定者

市町村名

臣1租

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

3,/運行系統の利用者の数L 収支L、、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定、方法

三川町



0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の三川町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

R ESASの移動実態数値(本県への来訪者数等ン県外 60,000人、県内 70,000 人

・三川町目標値(目標年度R6年度末)

県外 943 人、県内 3,刀0 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の三川町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・三川町の目標値(目標年度R6年度末)

3.88 回/人(直近年度の実績 1,893 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の三川町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績5,602 万 8 千円)地域鉄道

4億 6,000 万円(直近年度の実績5億 926 万 7 千円)路線バス

コミュニティノ快.4億 4,000 万円(直近年度の実績 4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

(直近年度の実績0円)1億円タクシー

・三川町目標値(目標年度R6年度末)

デマンド交通.4,982,384円(直近年度の実績 4,982,384円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

デマンド交通への三川町負担額.4,982,384円(直近年度の実績4,982,384円)

デマンド交通利用者数.1,893 人(直近年度の実績 1,893 人)

デマンド交通収支率:11.9%(直近年度の実績 11.9%)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、町内の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が

確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が

実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

0上記目標,細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率の実績を基に、三川町公共交通会議や山形県地域公共交

通活性化協議会において評価・検討を行う。

囲L処

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンド交通路線について、その運

行に係る費用総額 4,982,384円のうち、三川町から運行事業者への委託料については、国庫
補助金を委託料から差し引いた差額分を負担することとしている。

三川町デマンド型交通への上記三川町の委託料も含めた陽味氏(山形県市町村総合交付金

申請予定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する三川町の負担については、山形県市
町村総合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。

0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

け也域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5 車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし



6 車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】
(1)事業の目標

該当なし

(2)事業の効果

該当なし

7 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者【車両減価償却費等国庫補
助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

8二
ノ, J、ノ、,、,ノ、,ー、,、＼」、,,ノ」、」ノι,,」ノ",ι、、,,ノ

該当なし

0その他申請に関する事項

9.・協議会の開催状況と主な議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)
<令和2年度>

・令和2年4月23日(第 1 回ン協議会の設立、公開原則の議決等
・令和2年7月15日(第2回):地域公共交通計画策定に向けた議論
・令和2年10月26日(第3 回):地域公共交通計画骨子案の議論
・令和3年1月28日(第4回ン地域公共交通計画素案の議論
,令和3年3月23日(第5回ン地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

令和3年6月日(第1回ン国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正にっ
いてのi義論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)
<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会庄内地域別部会
・令和2年9月29日(第 1回ン地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理
令和3年1月15日(第2回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会
・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明,質疑応答

臣匝

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【車両減価償却,等国庫

【本計画に関する担当者・連絡先】

10

g

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会にっいては、原則すべての資料及び議
事が協議会事務局(山形県)により三川町民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に
つなげている。

利用者等の意見の反映状況

11

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付
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表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

三川町

庄交ハイヤー制

運行系統名
(申請番号)

C主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」にっいて記載を要しない。

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること0

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となるj商合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」にっいては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域問交通ネツトワークとどのように接ミ冗を確保するかにっいて記載すること0

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ,本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。
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表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

三川町

庄交ハイヤー株

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」にっいて記載を要しない0

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること0

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場口のみ「0」を記載すること0

4.「運行態様の別」にっいては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること0

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」にっいて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること0
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(別表7のみ)
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表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

三川町

庄交ハイヤー欄

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ稔」1こついて記載を要しょし0
小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロチ王を記載し、もう片方の欄に循環」と記載するこ 02.「系統キロ程」1こついては、

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例殆置の適用(別表9)を又けて補助対象とよる場口の」言」0
4.「運行態様の別」にっいては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること0

地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接翫を確保するかにっいて記載すること05.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」にっいて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること0

(1)三川町内デマンド

(2)

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内

終点

系統
キロ程

Z十画
運行
日数

三十画
運行
回数

k1Ⅵ

km

krn

krn

338

kr"

km

1,796回

日

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)
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補助対象地域間幹線系
統鶴岡酒田線と接続
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当する要件
(別表7のみ)
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表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

三川町

庄交ハイヤー愉

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ稔」にっいて記載を要しない0

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること0
3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場口のみ「0」を記載すること0
4.「運行態様の別」にっいては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること0

5.「補助対象地域問幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接翫を確保するかにっいて記載すること0
6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」にっいて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること0

(1)三川町内デマンド

(2)

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内

終点

系統
キロ程

三十画
運イテ

日数

krη

km

三十画
運イ子

回数

kr竹

337

k『η

krγ1

krη

1,789回

日

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

krη

k r,"1

日

回

区域運行

krη

krη

基準ハで
該当する
要件

日

回

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

区三亙亙ヨ

回

イオンモール三川等で
補助対象地域問幹線系
統鶴岡酒田線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復

往
復



川町全図
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デマンドタクシ

':でんでん号

車が無くてもこれで安心!

,

亀

亀

煕1

,司 4

^

利用対象

運行範囲

運行時間

乗り合い
タケシー

TAXI

亀

な

◆

①・ 65 以上の方②車や運転免許をお持ちでない方

三川町内のみ 料金 1回300円

1日7:午前9時、 10時、 11時、正午、午後2時、 4時、 5時

予約するときは必ず.とニミJ^、
气37'Aさん宅 Bさん宅 「デマンドタケシー」と

一言伝えてね!

Bさんの目的地

「田田」

間合せ・利用登先

役企画課
0

話35-7013

202005

司

.4

予約

庄交ハイヤー槻に直接予約しま

話22-0055

^

亀

..

Aさんの目的地

「三川胸

伊

■■

.

'゛、

廿'イ,

゛
▲
一
・

.
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夫ンド妙シ・でんでん号と瞬
,.^

デマンドタクシーでんでん号をご利用するにあた

つて、事前に登録が必要です。登録できる方は、町

内にお住まいの次のどちらかに該当する方です。

①満65歳以上の方

②車や運転免許をお持ちでない方

役場企画調整課(a35-7013)で利用登録を

受付けしています。登録をするにあたり、移動手段

がないなど、役場に来ることが困難な方は、一度電

話でご相談ください。

^■

^^

お問合せ先:三川町役場企画調整課企画調整係

利用の予約先:庄交ハイヤー(株)

◆◆

.

ご予約の際は

と言ってね

デマンドタクシーでんでん号のご利用にあたっては、バス停で

待つ必要はありません

ご自宅まで迎えに行き、町内の目的地まで送迎いたします。あ

らかじめ決まった運行時間に合わせていただけれぱ、帰りも同

様にご利用できます

ただし、デマンドタクシーでんでん号は、乗合になりますので

他のお客さまと同乗し、それぞれの目的地まで送迎することに
なります

別のお客さまを乗せ、別々の目的地までお送りするため、運
行時間ぴったりにお迎えすることができない場合があります
時間には余裕をもってご利用ください

田"Ⅱ

^

乗車料金は、距離に関係なく、1回300円です。

降車の際に、タクシー運転手にお支払ください。

※小学校に就学前のお子様については、登録者に同

乗する場合に限り、登録をしなくても、無料でご利

用いただけます。ご予約の際に、その旨をお伝えく

ださい。

※通院などで介添えが必要な方も、登録することな

く利用できますが、その場合は乗車料金300円

をいただきます。ご予約の際に、その旨お伝えくだ

さし、

巨■

■■

.

運行業者である庄交ハイヤー(株)に、次の事項を連絡の上、ご予約ください。

①氏名及び登録番号②運行希望日・希望時間③目的地

る便の2時間前まで予約できます。ただし、午前11時の便は利用希望日の午前9時30分までとなります。

帰リの

予約も
「デマンドタケシー」

忘れず1

予約の取り消しは、遅くとも予約便の2時間前までお願いします。

取り消しが遅いとキャンセル料が発生しますのでご注意ください。

は"用望日の2週占勺から前日までにお願いします。午前9時・10時の便を除き、利用を希望す

夢

運行範囲三川町内

運行時間:午前9時・10時・11時・

正午・午後2時・4時・5時

運休日:祝日・お盆(8/13~16)、

年末年始(12/29~1/4)

僻しくはデマンド馴勃レンダーをご覧q謎い)

密

「.1

各35-7013

a22-0055

ゆとりある時間の便で予約をし、

ゆとりを持ってお待ち願います

,A I ず

.
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表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

三川町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

フ,728

対象地区

山形県地域公共交通計画

計画名

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2)(実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)1こ基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6、「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

けこだし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


